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別表第１－７
国際エネルギースタープログラムの対象製品基準（複合機）

１．対象機器
要綱４．及び細則６．（７）に該当し、大判又は標準形式の複合機であり、感熱方式、染料昇華方

式、電子写真方式、固体インク方式、熱転写方式、インパクト方式、インクジェット方式、高性能イ
ンクジェット方式のいずれかの印刷技術を用いるもの。

三相電力で直接動作するよう設計されている製品は対象外とされる。
製品形式、印刷技術に基づき、申請する複合機の評価方法を表１により判断する。

表１：製品形式、印刷技術による区分
形式 印刷技術 評価方法
標準 感熱

TEC方法

染料昇華
電子写真
熱転写
固体インク
高性能インクジェット
インクジェット

OM方法
インパクト

大判 感熱

OM方法

染料昇華
電子写真 
熱転写 
固体インク 
インクジェット 

２．適合要件及び適合基準
以下の該当する各要件及び基準をすべて満たす場合にのみ、そのモデルはエネルギースター適合と

なる。

（１）有効桁数と端数処理
１）すべての計算は、直接測定された（端数処理をしていない）数値を用いて行うこと。
２） 特に規定が無い限り、基準要件への準拠は、いかなる端数処理を行うことなく、直接的に測定

又は算出された数値を用いて評価すること。
３） 公表用の報告値として届出する直接的に測定又は算出された数値は、対応する基準要件に表さ

れているとおりの最も近い有効桁数に四捨五入すること。

（２）一般要件
１）外部電源装置要件

複合機が単一電圧の外部電源装置と共に出荷される場合、単一電圧及び複数電圧外部電源装
置は、国際効率表示協定（International Efficiency Marking Protocol）におけるレベルV 性
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能要件を満たすこと。単一電圧外部電源装置はレベルVマークが表示されていること。（国際
効率表示協定に関する情報は、www.energystar.gov/powersupplies にて入手可能。）
• 単一電圧外部電源装置は、単一電圧外部交流-直流及び交流-交流電源装置のエネルギー消

費効率算出用試験方法（Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-
Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies）２００４年８月１１日版を用いて
試験したときに、レベルV要件を満たしていること。

• 複数電圧外部電源装置は、EPRI 306 汎用内部電源装置効率試験方法（EPRI 306 
Generalized International Power Supply Efficiency Test Protocol）第6.6版を用いて試験
したときに、レベルV要件を満たしていること。第6.4.2版（バージョン1.2において要求さ
れている）を用いて得られた電源装置のデータは、当該試験がバージョン2.0の発効日より
も前に実施されている場合において受け入れられる。

• 上記の要件は、デジタルフロントエンドと共に出荷する外部電源装置には適用しない。
２） デジタルフロントエンド要件

複合機がデジタルフロントエンドと共に販売される場合、デジタルフロントエンドの標準消
費電力量(TECDFE（kWh/週））は、表２に規定される最大要件以下でなければならない。共に
販売されないデジタルフロントエンドは、デジタルフロントエンド要件の対象とならず、製品
の適合にも関与しない。詳細は３（２）１）③を参照のこと。

表２：第１種及び第２種デジタルフロントエンドの標準消費電力量の最大要件

デジタルフロントエンド区分
標準消費電力量の最大要件（kWh/週）

第1種DFE 第２種DFE

A 区分B以外 10.9 8.7

B 2つ以上の物理的CPU、またはCPU１つと１つ
以上の独立型補助的処理加速装置（APA） 22.7 18.2

デジタルフロントエンドの標準消費電力量（kWh/週）は、試験において測定された消費電
力を用いて下記の計算式１または２により算出する。

計算式１：スリープモードの無いデジタルフロントエンド

TECDFE= 
168×PDFE _ READY

1000

上記の式において、
• TECDFEは、デジタルフロントエンドの標準的な1週間の消費電力量であり、キロワット時

（kWh）で表され、報告用に小数点以下第1位に四捨五入される。
• PDFE_READYは、試験において測定された稼働準備状態消費電力であり、ワットで表される。

計算式２：スリープモードを有するデジタルフロントエンド

TECDFE=
(45×PDFE _ READY)+(123×PDFE _ SLEEP）

1000
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上記の式において、
• TECDFEは、デジタルフロントエンドの標準的な1週間の消費電力量であり、キロワット時

（kWh）で表され、報告用に小数点以下第1位に四捨五入される。
• PDFE_READYは、試験において測定された稼働準備状態消費電力であり、ワットで表される。
• PDFE_SLEEPは、試験において測定されたデジタルフロントエンドのスリープモード消費電力

であり、ワットで表される。

要件を満たした第２種デジタルフロントエンドの消費電力量、稼働準備状態消費電力又は
スリープモード消費電力は、TEC方法及びOM方法の製品の適合において、製品の消費電力
測定値から差し引くことができる。

各調整については、（３）．２）①または（４）.１）に記載される説明を参照すること。
要件を満たさないデジタルフロントエンドの消費電力量は製品の消費電力量から差し引く

ことはできないうえ、そのデジタルフロントエンドを製品と共に販売した場合、製品のエネル
ギースター適合は認められない。

デジタルフロントエンドの定義については、５．（４）の定義を参照すること。

３）追加のコードレス電話機
ファクシミリ機能付き複合機が追加のコードレス電話機と共に販売される場合、そのコード

レス電話機は、以下の2つのうちどちらかでなければならない。
• 米国エネルギースターに適合するコードレス電話機
• 複合機がエネルギースター適合となる時点で有効な、米国エネルギースターの電話製品試

験方法に従い試験した場合に、該当基準を満たすことができるもの。
４） 機能的に統合されている複合機

複合機が機能的に統合された構成装置一式で構成され、単一の物理的装置ではない場合は、
すべての構成装置の消費電力量又は消費電力測定値の合計が、適合要件を満たすこと。

（３）TEC方法の製品に対する適合基準
１） 自動両面印刷機能要件

TEC方法に該当する複合機に関して、自動両面機能は、製品速度に基づき表３に規定される
要件のとおりでなければならない。目的の機能が片面印刷用の特別な片面媒体（例：ラベル用
の剥離紙、感熱媒体等）への印刷である複合機は、この要件を免除される。

表３：自動両面機能要件
製品速度 s（ipm）

自動両面要件
カラー機 モノクロ機
s ≦ 19 s ≦ 24 要件の適用なし。

19 < s < 35 24 < s < 37 複合機購入時において、標準装備又は任意の附属品でなけ
ればならない。

s ≧ 35 s ≧ 37 複合機購入時において、標準装備でなければならない。
注）製品速度 s（ipm）は、別表第２−３　４．（１）B）を参照する。
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製品が自動両面トレイと一括販売されることが確実ではない場合、当該製品は、自動両面
トレイが本体とセットで販売された場合のみ完全に適合する旨を、製品の印刷物、ウェブサイ
ト、および法人向け販売資料において明記しなければならない。

２） 標準消費電力量要件
TEC方法に該当する複合機は、１週間の標準消費電力量（TEC値）が、計算式６により規定

される最大TEC要件（TECMAX）以下の数値でなければならない。TECMAXは以下①〜④の手順
で求める。

①TEC方法の製品のデジタルフロントエンド
TEC方法に該当する製品に、2.（2）.2）表２に示される最大要件を満たす第２種デジタ

ルフロントエンドを備える場合は、デジタルフロントエンドの消費電力量は、内部電源装
置の損失を考慮するために0.80で除算され、その後、製品の１週間の標準消費電力量から
差し引いて、基準値と比較し報告する（下記の例を参照）。

このデジタルフロントエンドは、低電力モードへの移行や低電力モードからの復帰とい
う製品の能力を妨げてはならない。この第２種デジタルフロントエンドの消費電力量の差
引きは、デジタルフロントエンドが、５．（４）の定義を満たし、かつネットワークを介
して動作を開始できる個別の処理装置である場合に適用される。

例：製品の１週間の標準消費電力量が24.50kWh/週であり、第2種デジタルフロントエン
ドの消費電力量が9.0kWh／週である場合を想定する。この値は、当該機器が稼働準備状
態であるときの内部電源装置の損失を考慮するために0.80で除算され、11.25 kWh/週と
なる。この電源装置の調整が行われた数値は、試験されたTEC値から差し引かれるため、
24.5kWh/週－11.25 kWh/週 ＝ 13.25 kWh/週となる。この13.25 kWh/週を、該当する
基準値と比較する。

②１週間の標準消費電力量（TEC値）は計算式３又は計算式４により算出される。
計算式３：プリント機能付き複合機のTEC計算

TEC＝5×［ EJOB_DAILY+(2×EFINAL)+［24-(NJOBS×0.25)-(2×tFAINAL)］×
ESLEEP   ］+48×

ESLEEP

上記の式において、
• TECは、製品の標準的な１週間の消費電力量であり、キロワット時（kWh）で表され、報

告用に小数点以下第1位に四捨五入される。 
• EJOB_DAILYは、1日あたりのジョブに必要な消費電力量であり、計算式５により算出され、キ

ロワット時（kWh）で表される。 
• EFINALは、最終の消費電力量であり、試験において測定され、単位をキロワット時（kWh）

に変換すること。 
• NJOBSは、1日あたりのジョブ数であり、試験において算出する。 
• tFINALは、スリープに移行するまでの最終の時間であり、試験において測定され、単位を時

間（hour）に変換すること。 

tSLEEP tSLEEP



74

• ESLEEPは、スリープ時消費電力量であり、試験において測定され、単位をキロワット時
（kWh）に変換すること。

• tSLEEPは、スリープ時間であり、試験において測定され、単位を時間（hour）に変換するこ
と。

計算式４：プリント機能の無い複合機のTEC計算

TEC＝5×［ EJOB_DAILY+(2×EFINAL)+［24-(NJOBS×0.25)-(2×tFAINAL)］×
EAUTO   ］+48×

EAUTO

上記の式において、
• TECは、製品の標準的な１週間の消費電力量であり、キロワット時（kWh）で表され、報

告用に小数点以下第1位に四捨五入される。 
• EJOB_DAILYは、1日あたりのジョブに必要な消費電力量であり、計算式５により算出され、キ

ロワット時（kWh）で表される。 
• EFINALは、最終の消費電力量であり、試験において測定され、単位をキロワット時（kWh）

に変換すること。 
• NJOBSは、1日あたりのジョブ数であり、試験において算出する。 
• tFINALは、スリープに移行するまでの最終の時間であり、試験において測定され、単位を時

間（hour）に変換すること。 
• EAUTOは、自動オフ時消費電力量であり、試験において測定され、単位をキロワット時

（kWh）に変換すること。
• tAUTOは、自動オフ時間であり、試験において測定され、単位を時間（hour）に変換するこ

と。

③１日あたりのジョブに必要な消費電力量（EJOB_DAILY）は計算式５により算出される。
計算式５：TEC方法の製品の1日あたりのジョブに必要な消費電力量の計算

EJOB_DAILY =2×EJOB1 + ((NJOBS−2 )×
EJOB2+EJOB3+EJOB4 ) 

上記の式において、
• EJOBiは、i番目のジョブに必要な消費電力量であり、試験において測定され、単位をキロ

ワット時（kWh）に変換すること。
• NJOBSは、1日あたりのジョブ数であり、試験において算出する。

④最大消費電力量は計算式６により算出される。
計算式６：最大TEC要件の計算
TECMAX=TECREQ+AdderA3

上記の式において、
• TECMAXは、最大TEC要件であり、報告用に小数点以下第１位に四捨五入されたキロワット

時/週（kWh/週）で表される。 
• TECREQは、表４（A3非対応）に規定されているTEC要件であり、キロワット時（kWh）で

tAUTO tAUTO

3
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表される。 
• AdderA3は、A3対応可能製品に与えられる0.3kWh/週の許容値。 

（A3対応可能：幅が275mm以上の用紙通過路を有する標準形式の製品）

表４：TEC方法の製品に対する最大標準消費電力量
カラー機能 製品速度 s（ipm） 基準値（kWh/週）

モノクロ

s ≦ 5 0.4
5 < s ≦ 30 (s×0.07) + 0.05
30 < s ≦ 50 (s×0.11)－1.15
50 < s ≦ 80 (s×0.25)－8.15

s > 80 (s×0.6)－36.15

カラー

s ≦ 10 1.5
10 < s ≦ 15 (s×0.1) + 0.5
15 < s ≦ 30 (s×0.13)＋0.05
30 < s ≦ 70 (s×0.2)－2.05
70 < s ≦ 80 (s×0.7)－37.05

s > 80 (s×0.75)－41.05
注）製品速度 s（ipm）は、別表第２−３　４．（１）B）を参照する。

（４）OM方法の製品に対する適合基準
OM方法に該当する複合機は、スリープモード及び待機（スタンバイ）時の消費電力測定値が、

各基準値以下でなくてはならない。複数のスリープモードがある場合、初期設定移行時間要件と、ス
リープモード消費電力要件において、同じスリープモードを適合の判断に使用すること。

１）OM方法の製品のデジタルフロントエンド
OM方法に該当する複合機に、2.（2）2）表２に示される最大要件を満たす第２種デジタル

フロントエンドを備える場合は、製品全体のスリープ時消費電力及び待機（スタンバイ）時消
費電力からデジタルフロントエンドの消費電力を差し引いて、各基準値と比較し報告する（下
記の例を参照）。差し引く際は以下の①〜⑤の手順に従う。

①　デジタルフロントエンドの稼働準備状態消費電力は、内部電源装置の損失を考慮するため
に、0.60で除算すること。

②　①の結果が製品の稼働準備状態もしくはスリープモード消費電力以下である場合、製品の稼
働準備状態もしくはスリープモード消費電力から差し引く。

③　そうではない場合、デジタルフロントエンドのスリープモード消費電力を0.6で除算し、製品の
稼働準備状態もしくはスリープモード消費電力から差し引く。

④　①の結果が製品の稼働準備状態、スリープモードもしくはオフモード消費電力以下である場
合、製品の稼働準備状態、スリープモードもしくはオフモード消費電力から差し引く。

⑤　そうではない場合、デジタルフロントエンドのスリープモード消費電力を0.6で除算し、製品の
稼働準備状態もしくはスリープモード消費電力もしくはオフモード消費電力から差し引く。

この場合、デジタルフロントエンドは、複合機の低電力モードに対する移行や復帰を妨げて
はならない。この第２種デジタルフロントエンドの消費電力の差引きは、デジタルフロントエ
ンドが以下５．（４）の定義を満たし、かつネットワークを介して動作を開始できる個別の処
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理装置である場合に適用される。

例：製品1は、画像機器製品であり、その第２種デジタルフロントエンドには、明確なスリー
プモードがないものとする。第２種デジタルフロントエンドは、稼働準備状態およびスリー
プモード消費電力の測定値は、両方とも30ワットであった。製品のスリープモード消費電力
の測定値は53ワットであった。製品のスリープモード消費電力の測定値53ワットから50ワッ
ト(30ワット／0.60)を減算した残りの消費電力3ワットが、基準値との比較に用いる製品のス
リープモード消費電力である。

例：製品2は、画像機器製品であり、試験中に当該画像機器がスリープに移行する時には、そ
の第２種デジタルフロントエンドはスリープに移行する。第２種デジタルフロントエンドの稼
働準備状態およびスリープモード消費電力の測定値はそれぞれ30ワットおよび5ワットであっ
た。製品のスリープモード消費電力の測定値は12ワットであった。製品のスリープモード消
費電力の測定値12ワットから50ワット(30ワット／0.60)を引くと、マイナス38ワットとな
る。この場合、製品のスリープモード消費電力の測定値12ワットから8.33ワット（5ワット／
0.60）を減算した残りの3.67ワットが、基準値との比較に用いる待機時消費電力である。

２）初期設定移行時間要件
OM方法に該当する複合機のスリープに対する初期設定移行時間の測定値は、以下の表５の

基準値以下でなければならない。この初期設定移行時間は、使用者により調節が可能である
が、当該複合機の最大移行時間より長くなるように使用者が調節することはできない。最大移
行時間は製造事業者により4時間以下に設定されていること。

初期設定移行時間は、稼働準備状態においてスリープモード要件を満たすことができる製品
には適用されない。

表５：製品速度とスリープモードに対する最大初期設定移行時間

製品速度（ipm）
基準値（分）

標準形式 大判形式
s ≦ 10 15 30

10 < s ≦ 20 30 30
20 < s ≦ 30 60 30

s > 30 60 60
注）製品速度 s（ipm）は、別表第２−３　４．（１）B）を参照する。

３）スリープモード消費電力要件
OM方法に該当する複合機は、スリープモード消費電力量（PSLEEP）が、計算式７により規

定される最大スリープモード消費電力要件（PSLEEP_MAX）以下の数値でなければならない。ス
リープモード基準値は、表６の印刷技術に対する許容値に、表７の追加機能に対する許容値を
加算して算出される。
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計算式７：OM方法の製品に対する最大スリープモード消費電力要件

PSLEEP_MAX = PMAX_BASE +Σ
n

1
 AdderINTERFACE +Σ

m

1
 AdderOTHER

上記の式において、
• PSLEEP_MAXは、最大スリープモード消費電力要件であり、ワット（W）で表され、報告用に

小数点以下第1位に四捨五入される。
• PMAX_BASEは、印刷技術に対する最大スリープモード消費電力許容値であり、表６に基づき

判断され、ワットで表される。
• AdderINTERFACEは、試験において使用されるインターフェース追加機能に対する消費電力許

容値であり、表７から選択され、ワットで表される。
• nは、試験において使用されるインターフェース追加機能の数であり、ファックスモデムを

含めて２以下である。
• AdderOTHERは、試験において使用される非インターフェース追加機能の消費電力許容値で

あり、表７から選択され、ワットで表される。
• mは、試験において使用される非インターフェース追加機能の数であり、無制限である。

表６：印刷技術に対するスリープモード消費電力許容値（PMAX_BASE）
形式 印刷技術 消費電力許容値（W）
標準 インパクトまたはインクジェット 0.6

大判
インクジェット以外 8.2

インクジェット 4.9

追加機能に対する許容値及びその適用方法
• 複合機の試験において使用されるインターフェースは、表７に示される許容値が与えられ

る。
• デジタルフロントエンドの追加機能は対象とならない。
• 複数の機能を実行する１つのインターフェースは、１つとみなされる（例：1.x 及び2.x の

両方として動作するUSB 接続ポートには、許容値が１回のみ適用される）。
• 稼働準備状態においてスリープモード要件を満たすことができる製品には適用されない。
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表７：追加機能及びその許容値
種類

例または詳細等
追加機能
許容値
（W）接続 転送速度

インター
フェース

有線 20MHz未満 USB 1.x、IEEE 488、IEEE 1284/パラレル/セントロニ
クス、 RS232 0.2

20MHz以上
500MHz未満

USB 2.x、IEEE 1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mb
イーサネット 0.4

500MHz以上 USB 3.x、1Gイーサネット 0.5
任意 フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カ

メラインターフェース、ピクトブリッジ 0.2

ファックスモデム 0.2
無線 ブルートゥース、802.11 2.0
赤外線IR IrDA 0.1

コードレス電話機
対応可能なコードレス電話機数に関係なく１回のみ適用
される。コードレス電話機自体の消費電力を扱うもので
はない。

0.8

メモリ
データ保存用に利用可能な内部メモリの全容量に適用さ
れ、RAMに応じて増減する。ハードディスクまたはフ
ラッシュメモリには適用されない。

0.5/GB

スキャナ

冷 陰 極 蛍 光 ラ ン プ （ C C F L ） 、 発 光 ダ イ オ ー ド
（LED）、ハロゲン、熱陰極蛍光管（HCFT）、キセノ
ン、又は管状蛍光灯（TL）技術を使用するスキャナ。
（ランプの大きさ、又はランプ／ 電球の数に関係な
く、1回のみ適用される）

0.5

電源装置
標準形式のインクジェットまたはインパクト印刷技術の
製品における、銘板出力電力（POUT）が10Wを超える内
部および外部電源装置の両方に対して適用される。

0.02×
(POUT－
10.0)

タッチパネルディスプレイ モノクロまたはカラーのタッチパネルディスプレイに適
用される。 0.2

内部ディスクドライブ
ハードディスクおよび半導体ドライブを含め、あらゆる
大容量ストレージ製品が含まれる。外部ドライブに対す
るインターフェースは対象ではない。

0.15

４）待機（スタンバイ）消費電力要件
待機（スタンバイ）モード消費電力は、接続されている他の装置の状態に関係なく、表８に

規定される最大待機（スタンバイ）時消費電力を超えてはならない。

表８：最大待機時消費電力要件
基準値（W）

0.5

３．試験要件

（１）試験方法
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別表第２−３に示される測定方法を使用して、エネルギースター適合を判断すること。

（２）試験に必要な台数
１）以下の要件に従い、代表モデルを試験用に選択する。

① 個別の製品モデルの適合については、エネルギースター適合製品として販売されラベル
表示される予定のものと同等の製品構成を代表モデルと見なす。

②　第１種デジタルフロントエンドを含まない製品群（ファミリー）の適合については、そ
の製品群内において最大の消費電力量を示す製品構成を、代表モデルと見なす。 当該
製品群のいかなるモデルのいかなる試験の結果（例えば検証試験の一部として）も、そ
の製品群の全てのモデルに適用されることを意味する。

③　第１種デジタルフロントエンドを含む製品群（ファミリー）の適合については、その製
品群内において、最大の消費電力量を示す製品構成およびデジタルフロントエンドを試
験すること。製品群および、製品と共に試験を行っていないものも含め、第1種デジタ
ルフロントエンドのいかなるモデルのいかなる試験の結果（例えば、検証試験の一部）
も、その製品群の全てのモデルに適用されることを意味する。
　第１種デジタルフロントエンドを含まない製品は、この製品群に加えずに、第1種デ
ジタルフロントエンドを含まない別の製品群として適合しなければならない。

２）各代表モデルの機器１台を試験用に選択すること。

（３）国際市場における適合
エネルギースター適合製品としての販売および促進を予定する各市場の該当する入力電圧／周

波数の組み合わせにおいて、製品の適合試験を行うこと。

4．その他

（１）ユーザーインターフェース規格
製造事業者は、IEEE P1621：オフィス／消費者環境において使用される電子機器の電力制御に

おけるユーザーインターフェース要素の規格（Standard for User Interface Elements in Power 
Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments）に従って、製品
を設計することが奨励される。詳細については、http://eetd.LBL.gov/Controlsを参照する。

（２）適合の有効期限
国際エネルギースタープログラムの適合製品は、その製品の製造日時点で有効な基準を満たし

ていなければならない（製造日とは、各機器に固有のものであり、その機器が完全に組み立てられ
たとされる日（例：年月）である）。旧基準における適合製品は、その製品モデルの廃止まで適合
が自動的に認められるものではない。追加製造分を含め現行基準に適合しない場合、その製品は適
合製品とみなされない。

５．用語の定義

別表第１−７における用語の定義は、以下のとおりとする。
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（１）印刷技術

感熱方式：加熱されたプリンターヘッドを通過するコーティング加工された印刷媒体に、ドットを焼き付け
ることを特徴とする技術。リボンは使用しない。

染料昇華方式：発熱体にエネルギーが供給されることで、印刷媒体に染料を付着（昇華）させることを特
徴とする技術。

電子写真方式：光源を用いて対象の出力画像を表す形に感光体を発光させ、感光体上の潜像を使用しト
ナー粒子で現像し、最終印刷媒体にトナーを転写し、出力物が色あせないように定着させることを
特徴とする技術。カラー電子写真方式製品は、同時に3色以上のトナー色を使用し、モノクロ電子
写真方式製品は、同時に1つまたは2色のトナー色を使用する。発光方法にはレーザー、発光ダイ
オード（LED）、または液晶ディスプレイ（LCD）がある。

インパクト方式：インパクト処理により着色剤を「リボン」から媒体に転写して、対象の出力画像を生成す
ることを特徴とする技術。ドット形式インパクトと完全型インパクトがある。

インクジェット方式：着色剤の微細液滴を点配列方式で印刷媒体に直接付着させることを特徴とする技
術。カラーインクジェット製品は、一度に2つ以上の着色剤を使用し、モノクロIJ製品は、一度に1つ
の着色剤を使用する。圧電（PE：Piezo-electric）インクジェット、インクジェット昇華、およびサー
マルインクジェットがある。本定義には高性能インクジェットは含まれない。

高性能インクジェット方式：ページ幅にわたって配列されたノズル、および／または補助的な媒体加熱機
構を使用して印刷媒体上のインクを乾燥させる能力を含むインクジェット技術。高性能インクジェッ
ト製品は、通常、電子写真印刷製品が用いられる業務用途において使用される。

固体インク方式：室温では固体であり、噴出温度に温めると液化するインクを用いることを特徴とする技
術。直接転写と、中間ドラム又はベルトに転写して媒体にオフセット印刷をする方法がある。

熱転写方式：溶解／流動状態にある固形着色剤（通常はカラーワックス）の微細液滴を点配列方式で印
刷媒体に直接付着させることを特徴とする技術。インクが室温で固体であり熱で流体となる点で、
インクジェット方式と区別される。

（２）動作モード及び電力状態

稼働状態：製品が電源に接続され、その他の主な機能の実行を含めて出力稼働している消費電力状態で
ある。

稼働準備状態：製品が出力を行っておらず、動作状態にあり、いかなる低電力モードにもまだ入っておら
ず、最小の移行時間で稼働状態に入ることが可能な消費電力状態である。製品のすべての機能は
この状態において使用可能であり、外部からの電気的信号（例：ネットワークからの信号、ファクシ
ミリの呼び出し、あるいは遠隔操作）や直接の物理的操作（例：物理的スイッチまたはボタンの操
作）等の見込まれる入力に反応して、稼働状態に戻ることができる。

オフモード：手動又は自動でスイッチオフされているが、電源にプラグが接続されているときに製品が移
行する消費電力状態である。機器を稼働準備状態にする手動電源スイッチ又はタイマーなどの入
力により、このモードは終了する。この状態が使用者の手動操作による結果であるときは、その状
態を手動オフと呼ぶことが多く、この状態が自動又は既定の刺激（例：移行時間又は時計）による
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結果であるときは、その状態を自動オフと呼ぶことが多い。

スリープモード：製品が一定時間（初期設定移行時間）使用されないときに自動的に入る電力低減状態
である。または使用者による手動操作（例：使用者による時間設定、使用者による物理的スイッチ
またはボタンの操作）に応じて、あるいは外部からの電気信号（例：ネットワークからの信号、ファ
クシミリの呼び出し、遠隔操作）に応じて製品が移行する状態。TEC方法の製品は、スリープモー
ドにおいてすべての製品機能（ネットワーク接続の維持を含む）が動作可能であり、稼働状態へ
の移行に遅延が生じてもよい。OM方法の製品は、スリープモードにおいて、1つの有効ネットワー
クインターフェース、および該当する場合にはファックス接続の動作が可能であり、稼働状態への
移行に遅延が生じてもよい。

待機（スタンバイ）：主電源に接続され、製造事業者の規定内容に従って使用されている製品において、
使用者が消費電力を低減させる（影響を与える）ことができない状態であり、不定時間保たれる可
能性のある最低消費電力モードである。待機（スタンバイ）は、製品の最小電力状態である。待機
は通常オフモードに相当するが、稼働準備状態又はスリープモードに相当する可能性もある。手動
操作により主電源との接続を物理的に切断されない限り、待機を終了させてさらに低い電力状態
に移行することはできない。

（３）製品形式

大判形式：幅が406ミリメートル（mm）以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2又はそれ以上の媒
体用に設計された製品が含まれる。大判形式の製品は、標準又は小判媒体への印刷が可能で
あってもよい。

標準形式：幅が210ミリメートル（mm）から406ミリメートル（mm）の連続媒体に対応する製品を含み、
標準媒体（例：レター、リーガル、レジャー、A3、A4、B4）用に設計された製品が含まれる。標準
形式の製品は、小判媒体への印刷が可能であってもよい。

A3対応可能：幅が275mm以上の用紙通過路を有する標準形式の製品

連続媒体形式：単票媒体を使用せず、主にバーコード、ラベル、レシート、横断幕、機械製図等の用途に
設計された製品形式である。

（４）製品構成部及びその他

自動両面機能：中間段階として出力したものを手動で処理することなく、出力用紙の両面に画像を生成す
る機能である。自動両面出力のために必要なすべての附属品が出荷時において製品に含まれてい
る場合においてのみ、その製品は、自動両面機能を有すると見なされる。

データ接続：画像機器製品と、外部の給電されている装置1台あるいは記憶媒体1つとの間において、情
報の交換を可能にする接続。

初期設定移行時間：製品の出荷前に製造事業者により設定される、主要機能の動作完了後から低電力
モード（例：スリープ、オフ）へ移行するまでの時間である。

デジタルフロントエンド：他のコンピュータやアプリケーションのホストであり、複合機に対するインター
フェースとして動作する、機能的に統合されたサーバ。デジタルフロントエンドにより、複合機に高
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機能が与えられる。また、デジタルフロントエンドは、第１種又は第２種に定義される。

１）デジタルフロントエンドは、次の拡張機能の3 つ以上を提供する。
・様々な環境におけるネットワーク接続
・メールボックス機能
・ジョブキュー管理
・機械的動作管理（例：低減された電力状態から製品を復帰させる。）
・拡張型グラフィックユーザーインターフェース
・他のホストサーバやクライアントコンピュータに対する通信開始能力
（例：電子メールの取り込み、ジョブに関する遠隔メールボックスのポーリング）
・ページの後処理能力（例：印刷前の書式変更）

２）第１種デジタルフロントエンド

複合機に給電する電源装置とは別の独自の交流電源装置（内部又は外部）から直流電力を
引き込むデジタルフロントエンド。このデジタルフロントエンドは、壁コンセントから交流電力を
直接引き込む可能性と、複合機の内部電源装置に関連する交流電力から引き込む可能性があ
る。画像機器製品と共に標準装置として、あるいは附属品として販売される。

３）第２種デジタルフロントエンド

共に動作する複合機と同じ電源装置から直流電力を引き込むデジタルフロントエンド。この
デジタルフロントエンドは、ネットワークを介した動作の開始が可能な個別の処理装置を有する
基板又は組立部を搭載していなければならず、また消費電力の測定を可能にするために、一般
的な技術的手法を用いて物理的に取り外したり、分離したり、無効にすることができる。

４）補助的処理加速装置（APA：Auxiliary Processing Accelerator）

デジタルフロントエンドの汎用増設拡張スロットに設置されている演算拡張増設カード（例：
PCIスロットに設置されているGPGPU）。

ネットワーク接続：画像機器と、1台または複数の外部の給電されている装置との間において、情報の交
換を可能にする接続。

追加機能：複合機の基礎的な印刷エンジンに追加された、製品の標準機能である。OM方法の製品の適
合を評価する際に消費電力許容値をもたらす。（代表的な具体例については、表７を参照する。）

TEC（標準消費電力量）方法：典型的な一定期間において通常運転した場合の製品の標準的消費電
力量を基に、製品のエネルギー性能について試験し比較する方法。別表第１－７、２－３、及び様
式第１－７におけるTEC方法の主な基準は、典型的な1 週間の消費電力量であり、キロワット時
（kWh）で表される。

OM（動作モード）方法：低電力状態における製品の消費電力を基に、製品のエネルギー性能について
試験し比較する方法。別表第１－７、２－３、及び様式第１－７におけるOM方法の主な基準は、低
電力状態（スリープ及び待機（スタンバイ）時）の消費電力であり、ワット（W）で表される。

印刷エンジン：複合機の基本エンジンであり、画像生成を行う。製品は、画像データの取得、画像処理、
通信能力に関して追加機能に依存しているため、印刷エンジンだけでは機能しない。
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基本製品：特定の製品モデルの最も基本的な構成部であり、最少数の利用可能な追加機能を有する。任
意の構成要素や附属品は、基本製品の一部とは見なされない。

附属品：基本製品の動作には必要ないが、複合機の出荷前又は出荷後に追加できる周辺機器である。独
自のモデル番号によって個別に販売される場合もあれば、複合機の包括商品又は構成の一部とし
て基本製品と共に販売される場合もある。

製品モデル：固有のモデル番号又は商品名で販売される製品である。モデルは、基本製品、又は基本製
品と附属品で構成される。

製品群（ファミリー）：（1）同一の製造事業者により製造され、（2）同一のエネルギースター適合基準値
の対象となり、（3）共通の基本設計を有する製品モデルの一群。製品群内の製品モデルは、（1）
エネルギースター適合基準値に関連する製品性能に影響を与えない、あるいは（2）製品群内にお
ける許容可能な差異としてここに規定されている、1つまたは複数の特徴あるいは特性に準じて相
互に異なる。製品群内の許容可能な差異には以下のものが含まれる。

１） 色

２） 筐体

３） 入力または出力用紙送り附属品

４） 第１種デジタルフロントエンド及び第２種デジタルフロントエンドを含む、製品の印刷技術に
関連しない電子的構成要素。


